
お寄せいただいたご意見は、「寒川町学校給

食センター整備基本構想・計画」の参考にさ

せていただくとともに、町の考え方と併せて

ホームページ上で公表いたします。

個別の回答は致しかねますのでご了承くださ

い。

また、ご意見の提出に際して取得したメー

ルアドレス等の個人情報は、本パブリックコ

メント手続きに限って使用し、「寒川町個人

情報保護条例」に従い適正に管理いたします。

次のいずれかの方法にてご意見をお寄せく

ださい。

①郵 送：左下のハガキをご利用ください

②ＦＡＸ：0467-75-9907

③メール：kyushoku＠toen.samukawa.

kanagawa.jp

▶メールＱＲコードはこちら

④担当課へ持参

受付時間：土日祝日および年末年始を

除き、午前8時30分～17時15分まで

(宛先)：寒川町教育委員会 教育施設・

給食課施設給食担当

(記入事項)

左下ハガキを郵送・ＦＡＸ以外の方法に

依る場合は、ご住所等も含めてハガキと同

内容を任意の様式でご記入ください。

(募集期間

令和元年7月1日(月)～7月31日(水)

郵便はがき

〒253-0196

寒川町宮山165番地

寒川町教育委員会

教育施設・給食課

施設給食担当 行

●ご記入ください

＜住所又は通勤・通学先＞

寒川町 （ ）

＜氏名＞

＜計画案への賛否＞

□ 賛成

□ 反対

※その他ご意見がある方は、裏面にもご記入ください。

いただいたご意見について ご意見の提出方法について

（意見募集期間）（意見募集期間）（意見募集期間）（意見募集期間）

令和元年令和元年令和元年令和元年7777月月月月1111日日日日((((月月月月)))) ～～～～ 7777月月月月31313131日日日日((((水水水水))))までまでまでまで

寒川町学校給食センター整備基本構想・計画（案）

寒川町自治基本条例に基づくパブリックコメント

（町民意見の公募）

概要版概要版概要版概要版

＜計画の概要＞

寒川町では、小学校は校内の調理場で作った給食を提供する完全給

食を実施し、中学校は家庭からお弁当を持参していただき、牛乳のみ

を提供するミルク給食を実施しています。

この度、小学校に加えて中学校でも完全給食を実施し、20年、30

年、40年先まで、安全・安心でおいしい給食を提供することを目指し、

学校給食センターを整備する方針を示し、整備に向けた方針等を示す

「寒川町学校給食センター整備基本構想・計画」（案）としてまとめ

ました。

寒川町教育委員会 教育施設給食課

施設給食担当

住 所 〒253-0196

寒川町宮山165番地

電 話 0467-74-1111

ＦＡＸ 0467-75-9907

お問合せ先

＜計画のポイント＞

① 現行の小学校完全給食（自校調理）、中学校ミルク給食の体制か

ら給食センターによる町内小中学校の完全給食を実現します。

② 給食調理をセンター化することで、衛星管理の簡易化、アレル

ギー対策と食育の推進と、小学校の調理室老朽化問題の解消等を

図ります。

＜この計画案を特に見ていただきたい方＞

・町内の小学生・中学生、その保護者の方

・学校にお勤めの方

・その他学校給食に関わる方



寒川町学校給食センター整備
基本構想・計画（案）
意見記入用紙

学校給食センターは、各小・中学校の給食を１箇所で集約し、調理上で調理

し、各小・中学校に給食を配送して、児童生徒に提供するものです。

現在の各小学校の調理上で調理している自校方式と同じように、メニューや

手作りの調理にこだわり、保温食缶等を用いることで、温かい給食を提供する

ことができます。

●給食を食べるまでの流れ●

・学校給食センターとは

・寒川町の方針

小学校に加えて中学校でも完全

給食を実施し、20年、30年、

40年先まで、安全・安心でおい

しい給食を提供することを目指

し、児童・生徒により質の高い

学校給食が提供できるよう、給

食提供のこころ（基本方針）を

定めました。

・給食等調理方式の検証

・給食等調理方式の検証


